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介
護
保
険
制
度
改
正
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

厚
生
労
働
省
は
、
社
会
保
険
審
議
会
介
護
保
険
部
会
に
お
い
て
、
「
介
護
保
険
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
を
取
り
ま
と
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
制
度
で
は
、
「
要
支
援
」
と
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
を
保
険
給
付
か
ら
外
し
、
市

町
村
が
実
施
す
る
「
新
し
い
地
域
支
援
事
業
」
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
、
市
町
村
が
実
施
主
体
と
な
り
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
行
う
も
の
で
、
市
町
村
の
裁
量
が
今
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
以
外
に
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
、
多
種
多
様
な
事
業
主
体
の
参
加
に
よ
る
重
層
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
担
い

手
が
育
っ
て
い
な
い
地
域
も
多
く
、
地
域
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
大
き
な
格
差
が
生
じ
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
が
脆
弱
な
市
町
村
に
お

い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
が
、
一
割
負
担
か
ら
二
割
負
担
と
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
の
高
額
化
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

を
控
え
る
要
支
援
者
や
要
介
護
者
が
急
増
し
、
在
宅
で
の
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
り
、
或
い
は
、
認
知
症
が
悪
化
す
る
こ
と
な
ど
も
懸
念
さ

れ
る
。

要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
予
防
事
業
が
し
っ
か
り
進
め
ば
、
要
介
護
者
の
増
加
も
抑
制
で
き
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
よ
っ
て
要
介
護

者
の
増
加
を
招
き
、
さ
ら
に
は
、
市
町
村
の
介
護
保
険
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

よ
っ
て
、
国
が
検
討
し
て
い
る
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
見
直
し
を
強
く
要
望
す
る
。

記

一

要
支
援
者
を
介
護
予
防
給
付
か
ら
地
域
支
援
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
不
均
一
と
な
り
、
社
会
保
障
制

度
と
し
て
公
平
性
が
維
持
で
き
な
く
な
る
た
め
、
従
来
ど
お
り
の
介
護
予
防
給
付
を
継
続
す
る
こ
と
。

二

要
支
援
者
、
要
介
護
者
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
負
担
す
る
割
合
を
二
割
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負
担
が
高
額
と
な
り

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
控
え
る
要
因
と
な
る
と
と
も
に
、
介
護
者
へ
の
負
担
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
引
き
続
き
、
一
割

負
担
を
維
持
す
る
こ
と
。
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以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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